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防災行政無線の運用終了について

災害への備え㊱

　  市・危機対策室　　　  　  市・危機対策室　　　  ５６‐５００５５６‐５００５問

　これまで市では、災害が発生した際に防災行政無線などを活用し、市民の皆さんに防災情
報をお伝えしていました。
　しかし、コミュニティＦＭ放送（エフエムもえる）、ならびに消防サイレンを用いた新た
な災害情報伝達手段を確立したことから、防災行政無線の運用は本年３月 31 日をもって終
了します。

災害情報伝達手段運用スケジュール

なお、令和４年４月１日以降、防災行政無線の代わりに、緊急告知防災ラジオを主とし
て防災情報を発信していきます。

右記の「緊急告知防災ラジオの配付対象
者」に該当する方のうち、まだ緊急告知
防災ラジオをお持ちではない方には、３

　４月１日以降、市内 26 カ所に設置している防災行政無線屋外拡声器からは防災情報が放
送されませんので、ご注意ください。
　併せて、毎日 17 時（夏季 18 時）、20 時に放送している「愛の鐘」も廃止いたします。あ
らかじめ、ご承知おきください。

防災行政無線屋外拡声器

（市内 26 カ所）

①コミュニティＦＭ（エフ

　エムもえる）への割り込
　みによる情報伝達

②緊急告知防災ラジオに

　よる情報伝達

③消防サイレンによる

　情報伝達

 【 緊急告知防災ラジオ配付対象者 】

 ・津波浸水想定区域内にお住まいの方

 ・留萌川上流・中流域にお住まいの方

 ・75 歳以上の一人暮らしの方

３

月末を目途に再度市から案内文書を送付
しますので、そちらをご確認ください。


